
令和２年６月 22日 

官民競争入札等監理委員会 

 

第 251回官民競争入札等監理委員会 

官民競争入札等監理委員会運営規則第３条に基づく書面による議事結果 

 

官民競争入札等監理委員会（以下、「本委員会」という。）に付議された次の事業につい

て、本委員会運営規則第３条に基づき書面による議事を行ったところ、過半数の委員より

異存はない旨回答を得たため、その旨、本委員会としての議決に代えることとした。 

 

○評価（案）について 

（１）「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（平成 26年 3月

19日官民競争入札等監理委員会）に基づき、終了プロセスへの移行を了承するこ

ととし、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年 6月 2日

法律第 51号）の対象から外し、今後実施府省等の責任において入札・契約を行う

こととした事業。 

  ・内閣府／宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制の実装に向けた検討調

査 

  ・（国研）防災科学技術研究所／国立研究開発法人防災科学技術研究所の地震・火山

観測網の整備及び維持管理業務 

  ・厚生労働省／若年者地域連携事業 

  ・厚生労働省／労働保険加入促進業務 

  ・国土交通省／東京国際空港場周警備設備等保守業務 

  ・農林水産省林野庁／国有林の間伐等事業 

  ・財務省／東京港湾合同庁舎、東京税関芝浦出張所等（税関）の管理・運営業務 

  ・総務省／インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負 

  ・国土交通省／国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務 

  ・（国研）日本原子力研究開発機構／国立研究法人日本原子力開発機構大型計算機シ

ステム等の運用業務、基幹ネットワークシステム等の運用業務、情報セキュリティ

対策システム等の運用業務 

 

（２）引き続き民間競争入札を実施するとされた事業 

   来年度の評価の経過が順調であれば、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運

用に関する指針」（平成 26年 3月 19日官民競争入札等監理委員会）に基づき、終了

プロセスへの移行を了承することとされた事業 

  ・農林水産省／政府所有米穀の販売等業務 

 

○その他について 

   ・環境省／国民公園の維持管理業務（皇居外苑） 

 

以上 


